
防災メモ
地震への備え“マイ・タイムライン”地震への備え“マイ・タイムライン”

を作成しよう！を作成しよう！

“マイ・タイムライン”とは住民一人ひとり
の防災行動計画で、災害時に自分自身が
とる標準的な防災行動を時系列的に整理し、
命を守るための助けとなるものです。
　防災ガイドブックを用いて、さまざまな
災害リスクを知り、どういうタイミングで
どのような防災行動を取ればよいのか事前
に検討しておきましょう。
　詳しくは防災ガイドブック 10 ページ
（地震への備え）、22 ページ（風水害への
備え）をご覧ください。

ケーブルテレビ番組表
小牧市政だより

毎日７回・５分間放送

　開催されたイベント情報や取組などを紹介！

※テレビでご覧いただくには、ケーブルテレビへの加入が必要です。
※都合により、番組内容を変更する場合があります。

9 月 番組表
放 送 日 番 組 内 容

9/  ２㈯～　 ８㈮

9/  ９㈯～　15㈮

第 30回織田信長サミット
トークセッション

秋の全国交通安全運動

中学生スクールミーティング

※毎週土曜更新

詳細はこちら▶

令和５年度職業体験会

問合先 防災危機管理課（☎ 76‐1171）

9/30 ㈯～
　　　　 10/ 6 ㈮

こまき信長夢夜会 2023

詳細はこちら▶

9/16 ㈯～　22㈮

9/23 ㈯～　29㈮

SNSで市の情報をお届け
各種イベントや行政情報などのくらしに役立つ情報や、災害
情報などの緊急の情報を、市公式 SNSでお知らせしています。
その中でも「LINE」は 1番登録者数が多く、市の人口の 4割
を超える約 6万 7千人と、多くの方が利用しています。
市公式 SNSを登録すると、旬な情報を手に入れることができ
ますので、ぜひご利用ください。

LINE

欲しい情報だけ
4 4

を
選んで受け取れます

Facebook

イベントの写真も
掲載しています

Twitter

お得な情報を
まとめてチェック

動画でお届け動画でお届け

ケーブルテレビのデータ放送を活用ケーブルテレビのデータ放送を活用

「Yahoo! くらし」でお知らせ「Yahoo! くらし」でお知らせ

YouTubeでも市公式チャンネルを開設してお
り、小牧の魅力と市政情報を、わかりやすく伝
えています。
イベントの雰囲気を感じることがで
きる動画や、職員による解説動画な
どをアップしています。

Yahoo ! JAPANの公共情報発信機能を活用した
行政情報サービス
「 Yahoo ! くらし」
に、市政情報を掲
載しています。

ケーブルテレビで視聴ができるCCNet「安全・
安心 123チャンネル」
のデータ放送で、市
政情報を発信してい
ます。

小牧の魅力を発信する
「小牧市 PR隊」の Instagram
市内で撮影した好きなもの・お気に入りの場所などを、
「＃ lovekomaki」「＃ lovekomaki」を付けてインスタグラムに投稿してく
ださい（「これは！」と思うものにはリポストします！）
素敵な投稿、お待ちしてます！
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STEP2
耐震改修など、必要な工事を行う
• 耐震改修補助（限度額 100万円）
• 除却工事費補助（限度額 20万円）
• 耐震シェルター等設置費補助（限度額 30万円）
いずれも建築課への事前相談が必要です。

地震、風水害等の災害についての認識を深め、それらの災害に対する心構えを準備するため、毎年
9月1日は防災の日となっています。
9月1日の由来は、今からちょうど100年前の 1923（大正12）年 9月1日に発生した関東大震災で、

「関東大震災の教訓を忘れない」という戒めと、この時期に多い台風への心構えという趣旨で制定されました。
また、現在では防災の日を含む一週間を防災週間としています。
この日を機会に今一度、家族で避難所の場所を確認しておく、連絡手段を確保しておく、備蓄品を確

認しておくなどの災害に対しての備えをしておきましょう。

特集特集
9月1日は防災の日

地震災害への備え

日ごろから日ごろからの備えが肝心！
災害用備蓄品を用意しましょう
いざというとき、支援が届くまで「自らの力で生き延びること」が重要です。日ごろから食料・飲料・

日用品などを備蓄しましょう。

問合先
　防災危機管理課（☎ 76‐1171）

□ 食料
　缶詰やレトルト食品だけ
でなく、アレルギー食な
どそれぞれの事情に合っ
た食料品を一週間分以上
用意しておきましょう。

□ 飲料
　一 人 一 日
３リットルが
目安です。

日用品
□ 懐中電灯・予備の電池
□ 携帯ラジオ
□ 貴重品
□ 救急医療品
□ 燃料、工具
□ 防寒具

医療器具など、特殊なものは災
害時に入手が難しくなります。
例：メガネ、入れ歯、生理用品、

ベビー用品、介護用品など
耐震診断を受けましょう
旧耐震基準で建てられた木造の建物は、現在の耐震基準を満たしておらず、大きな地震では倒壊して

しまう危険性が非常に高くなります。わが家の耐震性を診断し、必要な耐震補強などを行い、大きな地
震に備えましょう。

対象　昭和56年5月31日以前
に着工された木造住宅
申込み　申請書（建築課、東部・
味岡・北里の各市民センター、
ホームページに用意）を提出

詳しくはこちら▶

STEP1
無料耐震診断を受ける

問合先　建築課（☎ 76‐1142）

危危
険険

と診断
されたら…

ブロック塀も危険！
• 民間建築物ブロック塀等撤去費補助
　（限度額 20万円）

補助の一覧はこちら▼


